
Ⅰ．はじめに
平成27年8月に国税庁より公表され
た「平成26年度租税滞納状況につい
て」によると、滞納発生割合は、11年
連続で2％を下回り、最も低い割合で
あるとしながらも、新たに5，914億円
もの滞納が新規に発生しております。
税目別で見ますと、消費税と所得税が
多くなっています。
一方、納税者に災害等により国税を
一時に納付することができないなどの
一定の事由が生じた場合には、その国
税の全部又は一部の納税を猶予する規
定があり、国税通則法第46条2項で
は、納税の猶予に該当する事実として
1号から5号が掲げられています。
今回は、この中から4号（納税者が
その事業につき著しい損失を受けたこ
と）及び5号（前各号の一に該当する
事実に類する事実があったこと）の要
件に該当する事実があるか否かが争わ
れた裁決をご紹介します。

Ⅱ．事業についての著しい
損失があったと認めら
れた事例

平26．06．26裁決
（Ｆ0－5－138）（全部取消し）

1．事案の概要
小売業を営む審査請求人が、売上げ
及び利益の減少を理由として、国税通
則法第46条第2項の規定に基づき納税
の猶予の申請をしたところ、原処分庁
が、請求人には同項の規定による納税
の猶予の要件に該当する事実がないと
して納税の猶予不許可処分をしたのに
対し、請求人が同処分の取消しを求め
た事案です。

2．国税不服審判所の判断
国税通則法第46条第2項に基づく納

税の猶予は、国税の期限内納付及び国
税が期限内に完納されなかった場合の
強制徴収の例外として、一定の事由に
より納付困難となった納税者を救済す
る制度である。
4号該当事実とは、租税徴収手続に

おける他の納税者との公平という観点
をも考慮すると、納税の猶予を申請し
た納税者の責めに帰すことのできない
やむを得ない事由によって生じた国税
の納付を困難ならしめる事業について
の著しい損失をいうものと解される。
事業についての著しい損失の存否
は、一定期間における損益計算を行う
ことによって判定することが相当であ
り、損益計算の期間が通常1年間であ
ることからすれば、原則として、それ
ぞれの期間を1年とする調査期間と基
準期間における損益を比較して、基準
期間の利益金額の2分の1を超えて損
失が生じていると認められる場合に該
当するか否かにより4号該当事実の有
無を判定するとしている「納税の猶予
等の取扱要領の制定について」の別冊
「納税の猶予等の取扱要領」第2章第
1節1の（3）のニの（イ）の定めは、
当審判所においても相当であると認め
られる。
本件提出資料に記載された金額は、

請求人の本件各事業年度の法人税の確
定申告書の各金額と一致しており、当
該資料を基にして、本件調査期間及び
本件基準期間に係る各損益計算をす
る。この両期間の経常損益を比較する
と、本件調査期間の損失金額が本件基
準期間の利益金額の2分の1を超えて
いることから、「事業につき著しい損
失を受けたこと」に該当し、請求人に
は4号該当事実があると認められる。

Ⅲ．著しい損失はないが、
それに類する事実があ
ると認められた事例

平21．12．17公表裁決
（Ｊ78－1－04）（全部取消し）

1．事案の概要
本件は、衣料品販売業を営む審査請
求人が、取引先からの発注の減少と、
商業施設の新設による市場の悪化など
による大幅な売上の減少を理由に、納
税の猶予の申請をしたところ、原処分
庁が、請求人には納税の猶予の要件に
該当する事実がないとして、納税の猶
予不許可処分をしたため、請求人がそ
の全部の取消しを求めた事案です。
2．国税不服審判所の判断
国税通則法第46条第2項第5号は、
同項第1号から第4号に掲げる事実に
類する事実に基づき、納税者がその国
税を一時に納付することができないと
認められるときは、その納付すること
ができないと認められる金額を限度と
して、その納税を猶予することができ
る旨定めているところ、これは、同項
第1号から第4号に掲げる事実とはい
えない場合であっても、当該事実に類
する事実が生じた場合には、国税の納
付が困難となる場合もあることから、
納税の猶予をすることができる旨規定
したものと解される。
そして、5号該当（4号類似）事実
とは、事業についての著しい損失と同
視できるような著しい売上金額の減少
等であって、納税の猶予を申請した納
税者の責めに帰すことができないやむ
を得ない事由によって生じた国税の納
付を困難ならしめるものをいうものと
解される。
これを本件についてみると、請求人

に取引先の都合による販売委託契約の
解除という損失原因が認められ、当該
損失原因が発生した日が平成18年11月
30日と特定できることから、請求人の
猶予該当事実の有無を判断するために
用いる調査期間及び基準期間は、本件
特定調査期間及び本件特定基準期間と
することが相当である。
この両期間の経常損益の金額を比較
すると、請求人には、4号該当事実で
ある「著しい損失」は認められないも
のの、売上金額は、著しく減少してお
り、赤字の状態に陥っていることが認
められる。よって、請求人には、5号
該当（4号類似）事実があると認めら
れる。
そうすると、原処分時に請求人から
提出された財務諸表により請求人に猶
予該当事実がないとした原処分庁の判
断に誤りがないとしても、原処分時に
おいて請求人に納税の猶予の要件が充
足されていた以上、原処分を取り消す
のが相当である。

Ⅳ．おわりに
「納税猶予」のキーワードで検索し
ますと、1000件を超える情報が確認さ
れます。情報を絞りたいときには、条
文の番号で検索することをお勧めしま
す。国税通則法第46条の場合は、「通
法46」で検索してください。
また、納税者の主張が認められ、処
分が一部又は全部取り消された事案を
探す際には、「通法46 ＊部取消し」
と入力していただきますと、検索する
ことができます。
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納税の猶予
～裁決からみる猶予該当事実とは～
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